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ヘイトスピーチ解消法を踏まえた京都市の公の施設等の 

使用手続に関するガイドラインの策定について 

 

京都市において，本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に

関する法律（ヘイトスピーチ解消法）を踏まえた公の施設等の使用手続に関するガイドラ

インを別添のとおり策定しましたので，お知らせします。  

 なお，本ガイドラインは，７月１日（日）から施行いたします。 

 

＜ガイドラインについて＞ 

（１）概要 

本市の公の施設等においてヘイトスピーチ解消法第２条に規定する「本邦外出身者に

対する不当な差別的言動」が行われるおそれがある場合において，公の施設等を管理す

る者が，各施設の設置及びその管理に関する条例等に基づく使用制限規定の適用につい

て，解釈・運用する際に拠るべき基準となるもの 

 

（２）策定にいたる経過 

ヘイトスピーチ解消法や，都市の理念として宣言した世界文化自由都市宣言，人権施

策に関する基本指針である「京都市人権文化推進計画」及び多文化共生施策などに関す

る基本指針である「京都市国際化推進プラン」に基づき，本市がヘイトスピーチは許さ

ないという人権意識等の浸透を図る取組を実施してきたことを踏まえ，策定するにいた

った。 

 

 

 

 


